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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の絶縁層と、
　前記第１の絶縁層に接して配置された第２の絶縁層と、
　前記第２の絶縁層のみに埋設された配線電極と、
　前記第２の絶縁層に関して前記第１の絶縁層とは反対側において前記第２の絶縁層に接
して配置された他の絶縁層と、
　を備え、
　前記第１の絶縁層及び他の絶縁層は、セラミックグリーンシートが焼結してなり、
　前記第２の絶縁層は、セラミックペーストが焼結してなり、空孔が形成され、
　前記第２の絶縁層は、積層方向から透視したときに前記配線電極に重なる第１部分と、
該第１部分以外の第２部分とからなり、
　前記第１部分の空孔含有率が、前記第２部分の空孔含有率よりも低いことを特徴とする
、セラミック多層基板。
【請求項２】
　前記配線電極の厚みが、前記第２の絶縁層の厚みの半分以上であることを特徴とする、
請求項１に記載のセラミック多層基板。
【請求項３】
　第１の絶縁層と、
　前記第１の絶縁層に接して配置された第２の絶縁層と、
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　前記第１の絶縁層に接して配置され、前記第２の絶縁層のみに埋設された配線電極と、
　前記第２の絶縁層に関して前記第１の絶縁層とは反対側において前記第２の絶縁層に接
して配置された他の絶縁層と、
を備え、
　前記第１の絶縁層及び他の絶縁層は、セラミックグリーンシートが焼結してなり、
　前記第２の絶縁層は、セラミックペーストが焼結してなり、空孔が形成され、
　前記第２の絶縁層は、積層方向から透視したときに前記配線電極に重なる第１部分と、
該第１部分以外の第２部分とからなり、
　前記第１部分の空孔含有率が、前記第２部分の空孔含有率よりも低いことを特徴とする
、セラミック多層基板。
【請求項４】
　第１の絶縁層と、
　前記第１の絶縁層に接して配置された第２の絶縁層と、
　その周囲全体が前記第２の絶縁層で覆われるように、前記第２の絶縁層に埋設された配
線電極と、
　前記第２の絶縁層に関して前記第１の絶縁層とは反対側において前記第２の絶縁層に接
して配置された他の絶縁層と、
を備え、
　前記第１の絶縁層及び他の絶縁層は、セラミックグリーンシートが焼結してなり、
　前記第２の絶縁層は、セラミックペーストが焼結してなり、空孔が形成され、
　前記第２の絶縁層は、積層方向から透視したときに前記配線電極に重なる第１部分と、
該第１部分以外の第２部分とからなり、
　前記第１部分の空孔含有率が、前記第２部分の空孔含有率よりも低いことを特徴とする
、セラミック多層基板。
【請求項５】
　前記第２の絶縁層の空孔含有率が、０．１ｖｏｌ％以上、かつ３０ｖｏｌ％以下である
ことを特徴とする、請求項１ないし４に記載のセラミック多層基板。
【請求項６】
　未焼成のセラミックグリーンシートを含む基材上に、配線電極を配置する、第１のステ
ップと、
　前記配線電極を覆うように、前記基材上にセラミックペーストを塗布する、第２のステ
ップと、
　少なくとも前記セラミックペースト上に未焼成のセラミックグリーンシートを含む他の
基材を、前記他の基材が前記セラミックペーストに接するように圧着して、未焼成セラミ
ック積層体を形成する、第３のステップと、
　前記未焼成セラミック積層体を焼成して、前記セラミックグリーンシート及び前記セラ
ミックペーストを焼結させる、第４のステップと、
を含み、
　焼成済みの前記セラミック積層体により、前記セラミックグリーンシートが焼結した第
１の絶縁層及び他の絶縁層の間に、前記セラミックペーストが焼結した第２の絶縁層が配
置され、前記第２の絶縁層に空孔が形成されているセラミック多層基板を形成し、
　前記第２の絶縁層は、積層方向から透視したときに前記配線電極に重なる第１部分と、
該第１部分以外の第２部分とからなり、
　前記第１部分の空孔含有率が、前記第２部分の空孔含有率よりも低いことを特徴とする
、セラミック多層基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はセラミック多層基板及びその製造方法に関し、詳しくは、内部に配線電極を備
えたセラミック多層基板の構造とその製造方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　セラミック多層基板を備えた積層電子部品は、複数の絶縁層の間に、抵抗、キャパシタ
、インダクタなどの回路素子を構成する配線電極が配置されている。
【０００３】
　このような積層電子部品を製造するために、セラミックグリーンシート上に配線電極を
形成し、その上に別のグリーンシートを積層すると、配線電極近傍で空隙が発生したり、
セラミックグリーンシート表面が平坦にならないことがある。これに対しては、配線電極
の形状に対応した凹部をグリーンシートに形成し、その凹部に配線電極を形成することに
より、配線電極による段差を解消すれば、改善できる。
【０００４】
　例えば特許文献１には、図９の断面図に示すように、グリーンシート８０にレーザ加工
で形成した凹部内に、配線電極８２を配置することが提案されている。
【特許文献１】特開平７－１０６１７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の方法で製造する場合には、高価なレーザ装置が必要になり、また
凹部を加工するための工程が必要になる。
【０００６】
　一方、積層電子部品の製造方法として、上述のシート積層法のほかに、配線電極及び絶
縁体部分をペースト等の印刷により形成する印刷方法も知られている。しかし、印刷法を
用いた場合、絶縁体部分用のセラミックペーストは、配線電極用のペーストに比べ、柔ら
かく、かつ粘性も低いため、絶縁体部分が配線電極よりも低くなり、配線電極部が凸状に
突出し、積層数が増加すると、積層体表面の平坦性が悪くなるという問題があった。
【０００７】
　本発明は、かかる実情に鑑み、シート積層法と印刷法による問題を改善することを目的
とし、セラミック多層基板の内部に配線電極を設けても、低コストかつ簡単な工程で、セ
ラミック多層基板の平坦性を確保することができる、セラミック多層基板の構造及び製造
方法を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するために、以下のように構成したセラミック多層基板を提
供する。
【０００９】
　セラミック多層基板は、（ａ）第１の絶縁層と、（ｂ）前記第１の絶縁層に接して配置
された第２の絶縁層と、（ｃ）前記第２の絶縁層のみに埋設された配線電極と、（ｄ）前
記第２の絶縁層に関して前記第１の絶縁層とは反対側において前記第２の絶縁層に接して
配置された他の絶縁層とを備える。前記第１の絶縁層及び他の絶縁層は、セラミックグリ
ーンシートが焼結してなる。前記第２の絶縁層は、セラミックペーストが焼結してなり、
空孔が形成されている。前記第２の絶縁層は、積層方向から透視したときに前記配線電極
に重なる第１部分と、該第１部分以外の第２部分とからなる。前記第１部分の空孔含有率
が、前記第２部分の空孔含有率よりも低い。好ましくは、前記配線電極の厚みが、前記第
２の絶縁層の厚みの半分以上である。
【００１０】
　上記構成によれば、例えば、第１の絶縁層を形成するためのセラミックグリーンシート
上に、配線電極を、第１の絶縁層に接するように、又は第１の絶縁層から離れるように配
置し、配線電極が第１の絶縁層には埋設されていない状態で、第２の絶縁層を形成するた
めのセラミックぺーストを、配線電極を覆うように配置することにより、セラミックグリ
ーンシートにレーザ加工で凹部を形成して該凹部に配線電極を配置する場合よりも低コス
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トかつ簡単な工程で、セラミック多層基板の内部に配線電極を設けることができる。
【００１１】
　また、セラミックグリーンシートとセラミックペーストを併用して絶縁層を形成するこ
とで、セラミックペーストだけで絶縁層を形成する場合よりも、セラミック多層基板の平
坦性を確保することができる。
【００１２】
　第２の絶縁層には、第２の絶縁層を形成するためのセラミックぺーストに含まれる泡に
よって、空孔が形成される。空孔は、絶縁性を低下させる原因となる。配線電極の厚みが
第２の絶縁層の厚みの半分以上であれば、配線電極の上又は下の第２の絶縁層が薄くなる
ため、この部分の空孔含有率が、第２の絶縁層の他の部分の空孔含有率よりも小さくなる
。そのため、第２の絶縁層の空孔含有率が一定である場合（例えば、セラミックグリーン
シートにレーザ加工で凹部を形成した場合）に比べると、絶縁性を向上させることができ
る。
【００１３】
　また、本発明は、上記課題を解決するために、以下のように構成した他のセラミック多
層基板を提供する。
【００１４】
　セラミック多層基板は、（ａ）第１の絶縁層と、（ｂ）前記第１の絶縁層に接して配置
された第２の絶縁層と、（ｃ）前記第１の絶縁層に接して配置され、前記第２の絶縁層の
みに埋設された配線電極と、（ｄ）前記第２の絶縁層に関して前記第１の絶縁層とは反対
側において前記第２の絶縁層に接して配置された他の絶縁層とを備える。前記第１の絶縁
層及び他の絶縁層は、セラミックグリーンシートが焼結してなる。前記第２の絶縁層は、
セラミックペーストが焼結してなり、空孔が形成されている。前記第２の絶縁層は、積層
方向から透視したときに前記配線電極に重なる第１部分と、該第１部分以外の第２部分と
からなる。前記第１部分の空孔含有率が、前記第２部分の空孔含有率よりも低い。
【００１５】
　上記構成によれば、例えば、第１の絶縁層を形成するためのセラミックグリーンシート
上に、配線電極を、第１の絶縁層に接するように配置し、配線電極が第１の絶縁層には埋
設されていない状態で、第２の絶縁層を形成するためのセラミックぺーストを、配線電極
を覆うように配置することにより、セラミックグリーンシートにレーザ加工で凹部を形成
して該凹部に配線電極を配置する場合よりも低コストかつ簡単な工程で、セラミック多層
基板の内部に配線電極を設けることができる。
【００１６】
　また、セラミックグリーンシートとセラミックペーストを併用して絶縁層を形成するこ
とで、セラミックペーストだけで絶縁層を形成する場合よりも、セラミック多層基板の平
坦性を確保することができる。
【００１７】
　第２の絶縁層には、第２の絶縁層を形成するためのセラミックぺーストに含まれる泡に
よって、空孔が形成される。空孔は、絶縁性を低下させる原因となる。第２の絶縁層の第
１部分の空孔含有率が、第２の絶縁層の第２部分の空孔含有率よりも低いと、第２の絶縁
層の空孔含有率が一定である場合（例えば、セラミックグリーンシートにレーザ加工で凹
部を形成した場合）に比べると、絶縁性を向上させることができる。
【００１８】
　また、本発明は、上記課題を解決するために、以下のように構成したさらに別のセラミ
ック多層基板を提供する。
【００１９】
　セラミック多層基板は、（ａ）第１の絶縁層と、（ｂ）前記第１の絶縁層に接して配置
された第２の絶縁層と、（ｃ）その周囲全体が前記第２の絶縁層で覆われるように、前記
第２の絶縁層に埋設された配線電極と、（ｄ）前記第２の絶縁層に関して前記第１の絶縁
層とは反対側において前記第２の絶縁層に接して配置された他の絶縁層とを備える。前記
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第１の絶縁層及び他の絶縁層は、セラミックグリーンシートが焼結してなる。前記第２の
絶縁層は、セラミックペーストが焼結してなり、空孔が形成されている。前記第２の絶縁
層は、積層方向から透視したときに前記配線電極に重なる第１部分と、該第１部分以外の
第２部分とからなる。前記第１部分の空孔含有率が、前記第２部分の空孔含有率よりも低
い。
【００２０】
　上記構成によれば、例えば、第１の絶縁層を形成するためのセラミックグリーンシート
上に、第２の絶縁層の一部を形成するためのセラミックぺーストを配置し、このセラミッ
クペースト上に配線電極を配置し、配線電極が第１の絶縁層から離れている状態、すなわ
ち第１の絶縁層には埋設されていない状態で、第２の絶縁層の残りの部分を形成するため
のセラミックぺーストを、配線電極を覆うように配置することにより、セラミックグリー
ンシートにレーザ加工で凹部を形成して該凹部に配線電極を配置する場合よりも低コスト
かつ簡単な工程で、セラミック多層基板の内部に配線電極を設けることができる。
【００２１】
　また、セラミックグリーンシートとセラミックペーストを併用して絶縁層を形成するこ
とで、セラミックペーストだけで絶縁層を形成する場合よりも、セラミック多層基板の平
坦性を確保することができる。
【００２２】
　第２の絶縁層には、第２の絶縁層を形成するためのセラミックぺーストに含まれる泡に
よって、空孔が形成される。空孔は、絶縁性を低下させる原因となる。第２の絶縁層の第
１部分の空孔含有率が、第２の絶縁層の第２部分の空孔含有率よりも低いと、第２の絶縁
層の空孔含有率が一定である場合（例えば、セラミックグリーンシートにレーザ加工で凹
部を形成した場合）に比べると、絶縁性を向上させることができる。
【００２３】
　好ましくは、上記各構成において、前記第２の絶縁層の空孔含有率が、０．１ｖｏｌ％
以上、かつ３０ｖｏｌ％以下である。
【００２４】
　第２の絶縁層の空孔含有率が０．１ｖｏｌ％以上であると、第２の絶縁層に発生する応
力を緩和する効果が十分になる。第２の絶縁層の空孔含有率が３０ｖｏｌ％以下であると
、めっき工程でめっき液が基板内部に侵入しないので、空孔に残存しためっき液によるマ
イグレーションや、耐電圧の低下を引き起こす絶縁破壊が起こりにくい。
【００２５】
　また、本発明は、上記課題を解決するために、以下のように構成したセラミック多層基
板の製造方法を提供する。
【００２６】
　セラミック多層基板の製造方法は、（１）未焼成のセラミックグリーンシートを含む基
材上に、配線電極を配置する、第１のステップと、（２）前記配線電極を覆うように、前
記基材上にセラミックペーストを塗布する、第２のステップと、（３）少なくとも前記セ
ラミックペースト上に未焼成のセラミックグリーンシートを含む他の基材を、前記他の基
材が前記セラミックペーストに接するように圧着して、未焼成セラミック積層体を形成す
る、第３のステップと、（４）前記未焼成セラミック積層体を焼成して、前記セラミック
グリーンシート及び前記セラミックペーストを焼結させる、第４のステップとを含む。焼
成済みの前記セラミック積層体により、前記セラミックグリーンシートが焼結した第１の
絶縁層及び他の絶縁層の間に、前記セラミックペーストが焼結した第２の絶縁層が配置さ
れ、前記第２の絶縁層に空孔が形成されているセラミック多層基板を形成する。前記第２
の絶縁層は、積層方向から透視したときに前記配線電極に重なる第１部分と、該第１部分
以外の第２部分とからなる。前記第１部分の空孔含有率が、前記第２部分の空孔含有率よ
りも低い。
【００２７】
　上記第１のステップにおいて、セラミックグリーンシートのみからなる基材に電極を配
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置しても、セラミックグリーンシート上にセラミックペーストが塗布された基材を用い、
この基材のセラミックペースト上に配線電極を配置してもよい。
【００２８】
　上記方法によれば、セラミックグリーンシートにレーザ加工で凹部を形成して該凹部に
配線電極を配置する場合よりも低コストかつ簡単な工程で、セラミック多層基板の内部に
配線電極を設けることができる。また、セラミックグリーンシートとセラミックペースト
を併用して絶縁層を形成することで、セラミックペーストだけで絶縁層を形成する場合よ
りも、セラミック多層基板の平坦性を確保することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、セラミック多層基板の内部に配線電極を設けても、低コストかつ簡単
な工程で、セラミック多層基板の平坦性を確保することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態について、図１～図８を参照しながら説明する。
【００３１】
　図１の断面図に概略構成を示すように、セラミック多層基板１０は、セラミックの絶縁
層が積層された基板本体１２の内部に、配線電極１６と、内部配線１７と、層間接続ビア
導体１８とが配置され、基板本体１２の側面に外部電極２０が形成されている。
【００３２】
　配線電極１６は、抵抗、キャパシタ、インダクタなどの回路素子を構成する。層間接続
ビア導体１８は、異なる層の配線電極１６や内部配線１７の間を電気的に接続する。配線
電極１６と、内部配線１７と、層間接続ビア導体１８とによって、任意の周波数の電気信
号のみを取り出すための回路等が形成される。
【００３３】
　外部電極２０は、内部配線１７を介して、基板本体１２内の回路に電気的に接続されて
いる。外部電極２０は、セラミック多層基板１０をプリント配線基板等の外部回路基板に
実装する場合の電気的接続を行うために用いる。外部電極２０は、必要に応じて、セラミ
ック多層基板１０を外部回路基板に実装するための位置合わせ用マークのために使用して
もよい。
【００３４】
　基板本体１２の絶縁層は、セラミックグリーンシートが焼結してなる第１の絶縁層１３
と、セラミックペーストが焼結してなる第２の絶縁層１４とを含む。配線電極１６は、第
２の絶縁層１４のみに埋設されていている。
【００３５】
　図２の断面図に示すセラミック多層基板１０ａのように、配線電極１６が埋設されてい
る２層以上の第２の絶縁層１４ａを備えてもよい。
【００３６】
　図３の要部断面図に示すように、第２の絶縁層１４に埋設された配線電極１６は、第１
の絶縁層１３ｓに接し、第２の絶縁層１４は第１の絶縁層１３ｓ，１３ｔに接している。
【００３７】
　第２の絶縁層１４には、第２の絶縁層１４を形成するためのセラミックぺーストに含ま
れる泡によって、空孔１５が形成されている。空孔１５は、絶縁性を低下させる原因とな
る。
【００３８】
　例えば、配線電極１６の厚みが第２の絶縁層１４の厚みの半分以上になるように形成さ
れている。この場合、第２の絶縁層１４となるセラミックペーストがスキージなどによっ
て印刷され、配線電極１６上のセラミックペースト中の泡は、他の部分のペースト中の泡
よりも少なくなる。そのため、絶縁層１４は、配線電極１６の上の第１部分１４ｓ（積層
方向から透視したときに配線電極１６に重なる部分）の空孔含有率が、第２の絶縁層１４
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の第１部分１４ｓ以外の第２部分１４ｔの空孔含有率よりも小さくなる。このように第２
の絶縁層１４の第１部分１４ｓの空孔含有率を小さくすることによって、第２の絶縁層１
４の空孔含有率が一定である場合に比べると、絶縁性を向上させることができる。
【００３９】
　第２の絶縁層１４の空孔含有率が、上記のように第１部分１４ｓと第２部分１４ｔで異
なれば、配線電極１６の厚みが第２の絶縁層１４の厚みの半分より小さい場合でも、同様
に、絶縁性を向上させることができる。
【００４０】
　図５は、図３のように第２の絶縁層１４に配線電極１６を埋設する工程を示す要部断面
図である。
【００４１】
　まず、図５（ａ）に示すように、配線電極１６を、第１の絶縁層１３ｓになるセラミッ
クグリーンシートの主面上に形成し、次いで、図５（ｂ）に示すように、配線電極１６を
覆うように、第２の絶縁層１４になるセラミックペーストを塗布する。そして、図５（ｃ
）に示すように、第２の絶縁層１４になるセラミックペースト上に、他の第１の絶縁層１
３ｔになるセラミックグリーンシートを積層する。
【００４２】
　なお、第２の絶縁層１４になるセラミックペーストの粘度が低い場合、図５（ｄ）に示
すように配線電極１６の上部でセラミックペーストがなだらかな凸状の断面形状を示すこ
とがある。この場合、他の第１の絶縁層１３ｔとなるセラミックグリーンシートを積層し
、圧着する際の圧力により配線電極１６の上部のセラミックペースト内の泡が第２部分１
４ｔである配線電極１６の左右側面部に押し出される。これにより、第１部分１４ｓの空
孔含有率を小さくすることができる。
【００４３】
　配線電極を形成する際、セラミックグリーンシートは仮硬化させている。これにより、
セラミックグリーンシート上は硬くて平坦な状態となっている。このセラミックグリーン
シート表面に配線電極を形成し、その配線電極を覆うようにセラミックペーストを塗布し
て第２の絶縁層を形成する。このとき、セラミックグリーンシートが硬化しており、さら
に、粘性が低いセラミックペーストを塗布するため、第２の絶縁層の表面を平坦に形成す
ることができる。
【００４４】
　第２の絶縁層はセラミックペーストで形成するため、その内部に泡を含んでいる。セラ
ミックペーストを乾燥・硬化させると、その泡が空孔となって第２の絶縁層内に残る。こ
のように第２の絶縁層内に空孔を備えることにより、基板焼成時や冷却時に基板に加わる
応力や基板実装時の加熱による熱応力を、空孔により緩和することができる。また、上下
配線電極間で容量やカプラなどの線路結合デバイスを構成した場合、その空孔数により電
極間の容量あるいは結合を調整できるため、回路設計の自由度を向上させることもできる
。
【００４５】
　セラミックペーストは、特許文献１で使用されているセラミックグリーンシートやセラ
ミックスラリ等より粘度が低いため、配線電極が厚い場合でも、その絶縁層表面を平坦化
することができる。
【００４６】
　また、同じ絶縁層内に隣り合うように配線電極を形成した場合、粘度の低いセラミック
ペーストが配線電極間に隙間なく充填されるため、基板焼成時に電極とセラミックペース
トの収縮量の差によるセラミック部のクラックの発生を防止することができ、両者の接合
強度を向上させることにより、配線電極の剥離による不良発生を防止することもできる。
【００４７】
　さらに、配線電極を形成した絶縁層の上の表面を平坦化することができ、配線電極周囲
にもセラミックペーストが配置されているため、多層基板形成圧着時の圧力がその絶縁層
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に均等に加わり、配線電極のつぶれを防止することができる。これにより、膜厚の厚い配
線電極を形成することができる。
【００４８】
　図３の構成に代え、図４の要部断面図に示すように、第２の絶縁層１４ｂの内部に配線
電極１６が完全に埋設され、配線電極１６が第１の絶縁層１３ｓ，１３ｔから完全に離れ
、配線電極１６が第１の絶縁層１３ｓ，１３ｔに接していない構成としてもよい。
【００４９】
　空孔１５を含有する第２の絶縁層１４ｂは、配線電極１６と第１の絶縁層１３ｓ，１３
ｔとの間の第１部分１４ｘ，１４ｙにおける空孔含有率が、第１部分１４ｘ，１４ｙ以外
の第２部分１４ｚにおける空孔含有率よりも低い。第２の絶縁層１４の第１部分１４ｘ，
１４ｙは、積層方向から透視したときに配線電極１６に重なる部分である。
【００５０】
　応力発生が大きな場合は、図４に示すように、配線電極１６全体を、空孔１５を多く含
有する第２の絶縁層で覆うことで、応力緩和の度合いを強めることができる。
【００５１】
　また、後に述べる挿入損失低減を目的に、必要に応じて誘電率や誘電損失を任意にコン
トロールするために、図３のように構成することも可能である。
【００５２】
　図６は、図４のように第２の絶縁層１４ｂに配線電極を配置する工程を示す要部断面図
である。
【００５３】
　まず、図６（ａ）に示すように、第１の絶縁層１３ｓになるセラミックグリーンシート
上に、第２の絶縁層１４ｂの一部１４ｓを形成するためのセラミックぺーストを塗布し、
次いで、図６（ｂ）に示すように、その上に配線電極１６を配置する。次いで、図６（ｃ
）に示すように、第２の絶縁層１４ｂの残りの部分１４ｔとなるセラミックぺーストを、
配線電極１６を覆うように塗布する。そして、図６（ｄ）に示すように、その上に、他の
第１の絶縁層１３となるセラミックグリーンシートを積層する。
【００５４】
　本発明のセラミック多層基板は、高周波信号を流した場合、電磁波が空孔を避けるよう
にして発散する。したがって、配線電極中の電極端に集中しやすい電流密度は分散される
。このため、本発明のセラミック多層基板は、高周波信号の減衰を抑制することが可能に
なる。
【００５５】
　すなわち、本発明のセラミック多層基板は、図８に示すような等価回路において、Ｉｎ
側から挿入した高周波信号５０により、他方に信号５２が流れる。このとき、配線電極同
士の電磁界の結合６６が大きくなると、点線の矢印５３で示すように、一方の配線電極に
打ち消す信号５２以外の信号が流れる。このため、挿入損失が大きくなる。
【００５６】
　本発明のセラミック多層基板は、第２の絶縁層に空孔を含有しているので、誘電率が低
くなり、容量の結合が減少するため、挿入損失が低減する。さらに、本発明のセラミック
多層基板は、セラミック粉の粒径や溶剤に溶けないような樹脂をセラミックペーストに含
有させることにより空孔含有率のコントロールが可能である。したがって、本発明のセラ
ミック多層基板は、誘電率コントロールが可能になり、挿入損失低減に大きく寄与する。
【００５７】
　本発明のセラミック多層基板の内部配線、配線電極、層間接続ビア導体及び外部電極は
、ＣｕやＡｇ、Ｎｉ、Ａｌ等で形成できる。本発明の多層セラミック基板は、内部配線、
配線電極、層間接続ビア及び外部電極と共に一括焼成可能である。
【００５８】
　また、セラミック多層基板のセラミック材料は、一般にセラミック多層基板に適用され
るアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）やジルコニア（ＺｒＯ２）、カルシア（ＣａＣＯ３）、酸化ネ
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オジウム（Ｎｄ２Ｏ７）、酸化チタン（ＴｉＯ２）等を主成分とする。セラミック多層基
板のセラミック材料は、セラミック焼結体であればいずれの材料も適用できる。セラミッ
ク多層基板のセラミック材料は、特にジルコニア－カルシア質焼結体や、酸化ネオジウム
一酸化チタン質焼結体から成るものが望ましい。
【００５９】
　例えば、ジルコニア－カルシア質焼結体は、ジルコニア（Ｚｒｏ２）、カルシア（Ｃａ
Ｏ）等の原料粉末に有機バインダと有機溶剤、可塑剤、分散剤等を添加混合される。セラ
ミックスラリは、周知のドクターブレード法等のシート形成法により形成される。セラミ
ックグリーンシートは、所定の打ち抜き加工を施される。セラミック多層基板は、セラミ
ックグリーンシートを複数枚積層し、約９００℃の温度で焼成することにより得られる。
【００６０】
　さらに、第２の絶縁層の空孔含有率は、０．１～３０．０ｖｏｌ％の範囲であることが
望ましい。
【００６１】
　第２の絶縁層の空孔含有率が、０．１ｖｏｌ％未満の場合、発生する応力の緩和が十分
にされない。このため、セラミック多層基板をプリント配線基板等にはんだで実装する加
熱で、セラミックと配線電極の熱膨張差によって、配線電極とセラミックの間にクラック
等が発生する。
【００６２】
　また、第２の絶縁層の空孔含有率が、３０．０Ｖｏｌ％より多くなると、めっき工程で
めっき液が基板内部に侵入にする。このため、セラミック多層基板は、空孔にめっき液が
残存し、マイグレーションを引き起こしやすくなる。めっき液は、金属イオン等を含む電
解質だからである。また、セラミック多層基板は、耐電圧の低下を伴うため、絶縁破壊を
起こしやすくなる。めっき液は、金属イオン等を含む電解質だからである。
【００６３】
　したがって空孔含有率は、０．１～３０．０ｖｏｌ％の範囲が好ましい。
【００６４】
　次に、セラミック多層基板の製造方法について説明する。
【００６５】
　（１）まず、セラミック材料を含むセラミックグリーンシートを用意する。
【００６６】
　セラミックグリーンシートは、セラミックスラリを乾燥させて作製する。セラミックス
ラリは、セラミック材料の粉末と有機ビヒクルを混合して作製する。セラミックスラリは
、例えば、ＺｒＯ２；４０ｗｔ％～５５ｗｔ％、ＣａＣＯ３；３５ｗｔ％～４５ｗｔ％、
ＣａＯ－ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－Ｌｉ２Ｏ－Ａｌ２Ｏ３－ＭｇＯ系ガラス；５ｗｔ％～１５
ｗｔ％、その他不純物；０ｗｔ％～１０ｗｔ％からなる混合物を、有機溶剤、可塑剤等か
らなる有機ビヒクル中に分散させ、調製する。
【００６７】
　セラミック材料は、（ａ）ＳｉＯ２；５０ｗｔ％～６０ｗｔ％、ＢａＣＯ３、Ａｌ２Ｏ

３；０ｗｔ％～１０ｗｔ％、ＣａＣＯ３；０ｗｔ％～１０ｗｔ％、Ｂ４Ｃ；０ｗｔ％～１
０ｗｔ％系セラミック、ＺｒＯ２；２０ｗｔ％～３５ｗｔ％、ＳｉＯ２；２０ｗｔ％～３
０ｗｔ％、ＳｒＣＯ３；１５ｗｔ％～２５ｗｔ％、ＢａＣＯ３；１５ｗｔ％～２５ＷＴ％
、Ａｌ２Ｏ３；０ｗｔ％～１０ｗｔ％、ＴｉＯ２；０ｗｔ％～１０ｗｔ％の系セラミック
、（ｂ）フェライト等の磁性体材料、（ｃ）チタン酸バリウム等の誘電体材料、等を使用
することもできる。
【００６８】
　セラミックグリーンシートは、前述のセラミックスラリを、ドクターブレード法等でシ
ート状に形成して、約８０℃の温風等で乾燥させて得られる。
【００６９】
　セラミックグリーンシートは、印刷法により形成した未焼結の厚膜印刷層であってもよ
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い。
【００７０】
　セラミックグリーンシートは、１０５０℃以下の温度で焼結する低温焼結セラミックグ
リーンシートが好ましい。なぜならば、配線電極、内部配線等の材料が、Ｃｕ等の金属で
あるからである。
【００７１】
　（２）次いで、必要に応じて、セラミックグリーンシートに貫通孔（ビア）を加工して
層間接続ビアを形成したり、セラミックグリーンシートに配線電極や内部配線を形成した
りする。貫通孔（ビア）は、パンチング等により加工する。層間接続ビアは、貫通孔に導
体ペーストを印刷により埋め込む等の方法で形成する。配線電極や内部配線は、層間接続
ビア有り又は無しのセラミックグリーンシートに対して、導体ペーストを用いてスクリー
ン印刷等により印刷する等の方法により形成する。
【００７２】
　導体ペーストには、例えば導体材料粉末をペースト化したものを用いる。導体材料粉末
には、低抵抗材料のＡｇ、Ｃｕ、Ａｌ、Ａｕ、Ｐｔ等の金属を主成分としたものが好まし
い。導体ペーストは、上記の主成分の金属粉末に対して、所定の割合で有機ビヒクルを所
定量加え、攪拌、混練して作製する。ただし、主成分粉末、添加成分粉末、有機ビヒクル
などの配合の順序は、特に制約はない。
【００７３】
　なお、導体ペースト中に含まれる金属粉末の含有量は、６０ｗｔ％～９５ｗｔ％が好ま
しい。
【００７４】
　金属粉末の含有量が、６０ｗｔ％未満の場合、焼成後の収縮体積量が多くなる。このた
め、高膜厚の配線の場合、収縮体積量が大きくなりすぎてセラミック基板中で空隙となる
。したがって、含有量が６０ｗｔ％未満は、信頼性の点で問題となる。
【００７５】
　一方、金属粉末の含有量が、９５ｗｔ％より多くなると、焼成後の収縮体積量が少なく
なる。このため、含有量が９５ｗｔ％より多いものは、焼成時のセラミックの収縮に追従
できなくなる。したがって、含有量が９５ｗｔ％より多いものは、配線とセラミック基板
の界面でクラック等が発生する。
【００７６】
　よって、導体ペースト中に含まれる金属粉末の含有量は６０ｗｔ％～９５ｗｔ％が好ま
しい。
【００７７】
　主成分の金属粉末は、粗大粉末や極端な凝集粉末がないものが望ましい。導体ペースト
とした後の最大粗粒の粒径が、５０μｍ以下になるようにすることが望ましい。
【００７８】
　有機ビヒクルは、有機バインダと有機溶剤を混合したものである。有機バインダは、例
えばエチルセルロース、アクリル樹脂、ポリビニルブチラール、メタクリル樹脂等を使用
する。
【００７９】
　有機溶剤は、例えば、ターピネオール、ジヒドロターピネオール、ジヒドロターピネオ
ールアセテート、ブチルカルビトール、ブチルカルビトールアセテート、テキサノール、
アルコール類等を使用する。
【００８０】
　導体ペーストの粘度は、印刷性を考慮して、５０～７００Ｐａ・ｓとすることが望まし
い。導体ペーストには、必要に応じて、各種の分散剤、可塑剤、活性剤等を添加してもよ
い。
【００８１】
　（３）次いで、図３に示したように構成する場合には、配線電極を形成したセラミック
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グリーンシート上に、導体ペーストの印刷等の方法で、セラミックペーストを、印刷法、
スピンコートあるいは、スプレー等で塗布する。このとき、図５（ｂ）に示したように、
セラミックペーストによって配線電極がすべて覆われるように、セラミックペーストを塗
布する。
【００８２】
　図４に示したように構成する場合には、まず、セラミックグリーンシート上全面にセラ
ミックペーストを印刷し、次いで、セラミックペースト上に配線電極を印刷し、次いで、
配線電極をすべて覆うようにセラミックペーストを印刷する。
【００８３】
　セラミックペーストは、セラミックグリーンシートと無機成分が同一の組成であるのが
望ましい。焼成収縮挙動が近似するからである。
【００８４】
　セラミックペーストは、セラミック材料粉末に有機溶剤、可塑剤等からなる有機ビヒク
ル中に分散し、調製する。
【００８５】
　セラミック材料粉末は、例えば、ＺｒＯ２；４０ｗｔ％～５５ｗｔ％、ＣａＣＯ３；３
５ｗｔ％～４５ｗｔ％、ＣａＯ－ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－Ｌｉ２Ｏ－Ａｌ２Ｏ３－ＭｇＯ系
ガラス；５ｗｔ％～１５ｗｔ％、その他不純物；０ｗｔ％～１０ｗｔ％からなる混合物を
主成分とする。
【００８６】
　セラミック材料粉末は、上記に示したもののほか、（ａ）ＳｉＯ２；５０ｗｔ％～６０
ｗｔ％、ＢａＣＯ３、ＡｌＯ；３０ｗｔ％～１０ｗｔ％、ＣａＣＯ；３０ｗｔ％～１０ｗ
ｔ％、Ｂ４Ｃ；０ｗｔ％～１０ｗｔ％系セラミック、（ｂ）ＺｒＯ２；２０ｗｔ％～３５
ｗｔ％、ＳｉＯ２；２０ｗｔ％～３０ｗｔ％、ＳｒＣＯ３；１５ｗｔ％～２５ＷＴ％、Ｂ
ａＣＯ３；１５ｗｔ％～２５ｗｔ％、Ａｌ２Ｏ；３０ｗｔ％～１０ｗｔ％、ＴｉＯ２；０
ｗｔ％～１０ｗｔ％系セラミック、フェライト等の磁性体材料、（ｃ）チタン酸バリウム
等の誘電体材料、等を選択してもよい。
【００８７】
　セラミック材料粉末には、必要に応じて、Ａｌ２Ｏ３、Ｎｂ２Ｏ５、ＴｉＯ２、ホウ珪
酸ガラス、珪酸ガラス、アルカリガラスから選ばれた少なくとも一種を、焼結制御剤とし
て添加してもよい。
【００８８】
　セラミック材料粉末の平均粒径は、０．１μｍ～３０μｍ以下の範囲にあるものを用い
ることが好ましい。０．１μｍ～３０μｍ以下の範囲にあるものは、セラミック材料粉末
の極端な凝集が防止される。また、０．１μｍ～３０μｍ以下の範囲にあるものは、ペー
スト化後の最大粗粒を５０μｍ以下の粒径に調整することができる。０．１μｍ～３０μ
ｍ以下の範囲にあるものは、セラミックグリーンシートのセラミック材料粉末と同等の粒
径になる。このため、０．１μｍ～３０μｍ以下の範囲にあるものは、収縮量、収縮開始
および収縮速さの点で、セラミックグリーンシートと同程度になる。したがって、０．１
μｍ～３０μｍ以下の範囲では、セラミックグリーンシートと配線電極の界面のクラック
や剥離等が防止される。
【００８９】
　有機ビヒクルの有機バインダには、例えばエチルセルロース、アクリル樹脂、ポリビニ
ルブチラール、メタクリル樹脂等を用いる。
【００９０】
有機ビヒクルの有機溶剤には、例えばターピネオール、ブチルカルピトール、ブチルカル
ピトールアセテート、テキサノール、アルコール類等を用いる。有機ビヒクルには、必要
に応じて分散剤、可塑剤、界面活性剤等を添加してもよい。
【００９１】
　セラミックペーストは、セラミックペースト全体量に対して、セラミック材料粉末の含
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有量が５ｗｔ％～５０ｗｔ％となるように、セラミック系材料粉末を秤量する。
【００９２】
　配線電極は、セラミック材料粉末の量が５ｗｔ％より少ないと、配線電極近傍のセラミ
ックペーストの厚みが薄くなるため、積層圧着時に配線電極がせん弾力によってつぶれて
変形しやすくなる。最悪の場合、配線電極は、隣接の配線電極や内部配線との間で、ショ
ートが生じる。
【００９３】
　一方、セラミック材料粉末が５０ｗｔ％より多くなると、クラックや剥離等が発生しや
すくなる。セラミック粉末が、ペースト中で凝集し易くなるためである。このため、セラ
ミックペースト中の密度が不均一になる。よって、配線電極との焼成の焼結挙動の差が大
きくなって、クラックや剥離等が発生しやすくなる。
【００９４】
　したがって、セラミックペースト中のセラミック材料粉末の含有量は、５ｗｔ％～５０
ｗｔ％とする。
【００９５】
　セラミックグリーンシートとセラミックペーストの空孔含有率を異ならせることが必要
である。
【００９６】
　空孔含有率を異ならせるためには、セラミックペースト中のセラミック材料と有機バイ
ンダの含有比率を、セラミックシートの含有比率と異ならせればよい。焼成中に有機バイ
ンダが分解飛散し、飛散した部分が空孔として存在するからである。
【００９７】
　あるいは、空孔含有率を異ならせるためには、セラミックペースト中にボリビニル等の
空孔形成剤等を添加すればよい。焼成中に空孔形成剤が分解飛散し、飛散し、飛散した部
分が空孔をして存在するからである。
【００９８】
　複数種類のセラミックペーストを用意して、必要に応じてセラミックペーストを複数回
塗布してもよい。これによって、セラミックシートに対する接合性を向上させることがで
きる。
【００９９】
　（４）次いで、未焼成セラミック積層体を、以下のようにして形成する。まず、セラミ
ックグリーンシートを、少なくとも２枚以上重ね合わせる。次いで、例えば１０～３００
ＭＰａの圧力下にて、静水圧プレス等によりセラミックグリーンシートを圧着して、未焼
成セラミック積層体を形成する。
【０１００】
　セラミックグリーンシートに形成された配線電極は、静水圧プレス等で発生するせん断
応力によって変形しようとする。しかし、配線電極の周囲にセラミックペーストが存在す
るため、変形が抑制される。
【０１０１】
　未焼成セラミック積層体は、さらに積層方向にプレスした後、個々のセラミック多層基
板のための積層体チップとなるべき大きさに切断し、積層体チップを形成する。
【０１０２】
　（５）次いで、積層体チップを、周知のベルト炉やバッチ炉で、セラミックグリーンシ
ートの焼成温度、例えば、８５０～１０００℃で焼成する。積層体チップの焼成後、セラ
ミック多層基板が得られる。
【０１０３】
　セラミックグリーンシートの未焼結の絶縁層は、焼成で焼結する。焼成雰囲気は、導体
材料がＡｇ等の難酸化性材料の場合は大気雰囲気で行う。焼成雰囲気は、Ｃｕ等の易酸化
性の材料の場合は、低酸素雰囲気で行う。ただし、導体材料がＡｇ等の場合においては、
必要に応じて、低酸素雰囲気で行ってもよい。
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【０１０４】
　以上の工程において、多層セラミック基板は、高膜厚の配線電極のつぶれが、配線電極
の周囲に配置されているセラミックペーストにより抑制される。また、セラミックペース
トにより形成される第２の絶縁層が空孔を含有しているために、焼成中や焼成後の冷却時
に発生する応力が緩和される。
【０１０５】
　さらに上記工程により製造されたセラミック多層基板は、プリント基板への実装時の加
熱等による応力が、セラミックペーストにより形成され空孔を含有する第２の絶縁層によ
って、緩和される。
【０１０６】
　したがって、膜厚の厚い配線電極であっても、その周囲の第２の絶縁層にクラックや剥
がれが発生することを抑制することが可能になる。
【０１０７】
　＜作製例＞　図７（ａ）の透視図、図７（ａ）の線Ｂ－Ｂに沿って積層方向に切断した
断面図である図７（ｂ）に示すように、基板本体の内部に第１の絶縁層４３、第２の絶縁
層４４、配線電極３６及び容量層３４を含み、基板本体の側面に外部電極３１，３２，３
３が形成されたセラミック多層基板１０ｘの作製例について、説明する。
【０１０８】
　まず、ＺｒＯ２；５０ｗｔ％、ＣａＣＯ３；４０ｗｔ％、ＣａＯ－ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３

－Ｌｉ２Ｏ－Ａｌ２Ｏ３－ＭｇＯ系ガラス；１０ｗｔ％とを、アクリルからなる有機バイ
ンダ、トルエン、及びイソプロピレンアルコールからなる有機溶剤およびジ－ｎ－ブチル
フタレートからなる可塑剤を含んだ有機ビヒクル中に分散させ、セラミックスラリを調製
した。
【０１０９】
　次いで、このセラミックスラリを用い、ドクターブレード法でグリーンシートを厚み２
２μｍに形成した。
【０１１０】
　導体ペーストは、導体ペースト中に８０ｗｔ％含有した主成分のＣｕ粉末に対して、所
定の割合で、有機ビヒクルを所定量加え、攪拌、混練することにより作製したものを使用
した。
【０１１１】
　セラミックペーストは、セラミックスラリに用いられるセラミック材料粉末と同じ組成
のセラミック材料粉末を固形分（無機成分）として、樹脂（エチルセルロース、アルキッ
ド樹脂）および溶剤（ターピネオール）を攪拌機にて予備混合し、その後混練機で混練し
て粘度が約１３０Ｐａ・ｓになるように作製した。
【０１１２】
　次いで、セラミックグリーンシート上に、５０μｍ幅の全長１５ｍｍの配線電極３６を
、導体ペーストを用い、印刷法によって、膜厚が約５０μｍになるように印刷塗布した。
【０１１３】
　次いで、前記配線電極３６が形成された第１の絶縁層用セラミックグリーンシート上全
面に対して、第２の絶縁層４４になるセラミックペーストを、印刷法によって印刷塗布し
た。
【０１１４】
　また、前述の配線電極３６の形成と同様に、導体ペーストを使用して、４００μｍ幅の
全長８００μｍの容量電極３４を、印刷法によって、膜厚が約２０μｍになるように印刷
塗布したセラミックグリーンシートも用意した。
【０１１５】
　次いで、配線電極３６およびセラミックペーストが塗布された第１の絶縁層用セラミッ
クグリーンシート上に、セラミックグリーンシートを１枚、反対面側に容量電極２層３４
，３８を含みながらセラミックグリーンシートを２３枚ずつそれぞれ重ね合わせる。
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【０１１６】
　次いで、１５０ＭＰａの圧力にて圧着することにより、配線電極、内部配線等を有した
未焼成セラミック積層体を作製した。
【０１１７】
　次いで、得られた未焼成セラミック積層体を、ダイシングによって、３．３ｍｍ×０．
８ｍｍ×０．６ｍｍの大きさに切断し、焼成前の積層体チップを得た。
【０１１８】
　次いで、得られた積層体チップをアルミナセッターに載置し、９５０℃１時間で焼成し
た。焼成後に取り出した積層体チップを、挿入損失評価用セラミック多層基板と呼ぶ。
【０１１９】
　挿入損失評価用セラミック基板について、５．１５ＧＨｚの挿入損失をネットワークア
ナライザーで測定し、－１．５０ｄＢより小さなものを不良として判定した。
【０１２０】
　また、挿入損失評価用セラミック多層基板を用いて、－５５℃と１２５℃の温度をそれ
ぞれ１０分間加える履歴を１サイクルとする温度サイクルを、２０００サイクルまで実施
して、気槽熱衝撃信頼性試験を行った。
【０１２１】
　気槽熱衝撃信頼性試験後に、デジタルマイクロスコープを用いて、挿入損失評価用セラ
ミック多層基板を削りながら所定の厚みごとに、断面を検査した。
【０１２２】
　具体的には、配線電極３６について、１０μｍ以上のクラック等の欠陥の有無を調査し
た。配線電極３６の周囲の絶縁層について、１０μｍ以上クラック等の欠陥の有無を調べ
た。
【０１２３】
　同時に、配線電極３６が埋設された第２の絶縁層４４について、空孔含有率を調査した
。空孔含有率は、単位面積当たりの空孔面積の割合である。具体的には、挿入損失評価用
セラミック多層基板をエポキシ樹脂で固定して側面を削りながら、セラミックペーストに
より形成された第２の絶縁層の断面をＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）で観察し、断面画像の
コントラスト差から、単位面積当たりの空孔の面積割合を求めた。空孔含有率は、セラミ
ックペーストが含有するセラミック粉の粒径や樹脂によって変わる。
【０１２４】
　また、挿入損失評価用セラミック多層基板の配線電極３６の耐電圧評価として、１０Ｖ
の電圧を１分間かけて遮断するのを１サイクルとする耐電圧サイクル試験を、１０００サ
イクル実施した。耐電圧サイクル試験は、絶縁抵抗値が１ＧΩ未満になったものをＮＧと
して判定した。
【０１２５】
　測定及び判定結果を下記表１に示す。
【表１】

　表中の『○』はＯＫ、『×』はＮＧを示す。
【０１２６】
　表１から、信頼性試験において基板欠陥や耐電圧おいて欠陥のない多層セラミック基板
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ように、第２の絶縁層４４の空孔含有率が０．１～３０．０ｖｏｌ％の範囲内が必要であ
ることが分かる。
【０１２７】
　これに対して、第２の絶縁層４４の空孔含有率が０．１ｖｏｌ％未満場合、温度サイク
ル試験によって配線電極３６の周囲の絶縁層においてクラックが発生した。また、高周波
信号の挿入損失が劣化してしまった。
【０１２８】
　空孔含有率が３０．０ｖｏｌ％より多くなると、温度サイクル試験によって内部導体配
線の周囲の第２の絶縁層においてクラックが発生した。また、耐電圧試験によって耐電圧
が１ＧΩ未満になり、高周波信号の挿入損失も劣化してしまった。
【０１２９】
　＜まとめ＞　以上のように、セラミック多層基板の内部に配線電極を設けても、低コス
トかつ簡単な工程で、セラミック多層基板の平坦性を確保することができる。
【０１３０】
　なお、本発明は、上記した実施の形態に限定されるものではなく、種々変更を加えて実
施可能である。
【０１３１】
　例えば、クラック等の不具合が生じやすい一部の配線電極のみが第２の絶縁層に埋設さ
れ、他の配線電極が第２の絶縁層に埋設されていない構成としても構わない。
【図面の簡単な説明】
【０１３２】
【図１】セラミック多層基板の断面図である。（実施例）
【図２】セラミック多層基板の断面図である。（変形例）
【図３】セラミック多層基板の要部拡大断面図である。（実施例）
【図４】セラミック多層基板の要部拡大断面図である。（変形例）
【図５】セラミック多層基板の製造工程を示す断面図である。（実施例）
【図６】セラミック多層基板の製造工程を示す断面図である。（変形例）
【図７】セラミック多層基板の（ａ）透視図、（ｂ）要部断面面である。（実施例１）
【図８】セラミック多層基板の等価回路を示す説明図である。（実施例）
【図９】セラミック多層基板の断面図である。（従来例）
【符号の説明】
【０１３３】
　１０，１０ａ，１０ｘ　セラミック多層基板
　１３ｓ，１３ｓ，１３ｔ　第１の絶縁層
　１４，１４ａ，１４ｂ　第２の絶縁層
　１４ｓ　第１部分
　１４ｔ　第２部分
　１４ｘ，１４ｙ　第１部分
　１４ｚ　第２部分
　１５　空孔
　１６　配線電極
　１７　配線電極
　１８　ビア導体
　２０，３１，３２，３３　外部電極
　３６　配線電極
　４３　第１の絶縁層
　４４　第２の絶縁層
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